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【資料１】 

 

スポーツ推進計画に関する法令等 
 
〇スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）抜粋  

 

（スポーツ基本計画） 

第九条 文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポ

ーツの推進に関する基本的な計画（以下「スポーツ基本計画」という。）を定めなければなら

ない。 

 

（地方スポーツ推進計画） 

第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十四条の二第一項の条例の定

めるところによりその長がスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）

を管理し、及び執行することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）に

あっては、その長）は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推

進に関する計画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

2 特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

 

（都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等） 

第三十一条 都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する

重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関

（以下「スポーツ推進審議会等」という。）を置くことができる。 

 

〇愛媛県スポーツ推進審議会条例（昭和 37 年３月 19 日条例第６号） 

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第31条の規定に基づき、愛媛県スポーツ推進

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

（委員） 

第３条 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知

事が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（補則） 

第４条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。 
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〇愛媛県スポーツ推進審議会規則（平成 23 年４月１日規則第 21 号） 

 （趣旨）                                         

 第１条 この規則は、愛媛県スポーツ推進審議会条例（昭和37年愛媛県条例第６号）第４条

の規定に基づき、愛媛県スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）に関し必要な事項

を定めるものとする。                                          

 （調査審議事項）                                     

 第２条 審議会が調査審議する事項は、次に掲げるとおりとする。               

  (１) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。                    

  (２) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。              

  (３) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。                    

  (４) スポーツの団体の育成に関すること。                        

  (５) スポーツによる事故の防止に関すること。                      

  (６) スポーツの技術水準の向上に関すること。                      

  (７) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。              

 （会長及び副会長）                                    

 第３条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。                       

 ２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。                      

 ３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。                       

 ４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。         

 （会議）                                         

 第４条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。                 

 ２ 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができ 

ない。  

 ３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると 

ころによる。                                           

 （庶務）                                         

 第５条 審議会の庶務は、観光スポーツ文化部スポーツ局地域スポーツ課において処理する。   

 （雑則）                                         

 第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 
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〇愛媛県スポーツ推進条例（平成 29 年３月 24 日条例第 26 号）                               

スポーツは、心身の健全な発達や健康の保持増進に重要な役割を果たすもので、体力の涵(か

ん)養や運動能力の向上につながる運動競技その他の身体活動は、肉体面のみならず、精神力を

鍛え、他者を思いやる心を育むなど、とりわけ青少年の健全育成に資するものである。また、適

度な運動は、体力向上、生活習慣病予防、精神的充足感の獲得など、日常生活の質の向上に有効

なものであり、広く全ての県民が、その能力や適性に応じて、親しむことができるようにする

ことが大切である。さらには、スポーツには、「する」楽しさのみならず、「見る」楽しさ、「応

援する」楽しさ、「支援する」楽しさなど、様々な楽しみ方があり、スポーツを通じての人と人

との交流や地域と地域との交流が生まれ、地域の一体感や活力の醸成、ひいては、その地域の

活性化へとつながることが期待できるものである。                                         

愛媛県においては、平成 29 年に、「君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え」をスローガンに、

国民体育大会が 64 年振りに、全国障害者スポーツ大会が初めて開催されることから、これを契

機として、県民のスポーツへの関心が一層高まるとともに、競技力の向上や指導体制の充実、

更にはスポーツ施設の充実が図られ、また、四国遍路文化で育んだ「お接待」の心で来県者への

おもてなしの機運が醸成されるなど、その成果が強く実感されるところである。そして、私た

ちは、愛(え)顔(がお)つなぐえひめ国体・えひめ大会を一過性のイベントとすることなく、今

後、こうした成果を、大会開催後も継続し、更に発展させ、有効に活用し、県民の財産として引

き継いでいかなければならない。     

ここに、私たちは、全ての県民が生涯にわたって、自らの体力、年齢、技術、目的等に応じ

て、身近に、そして気軽にスポーツに親しみ、若しくは自らを鍛え、又はスポーツを支える活動

に参画できるよう、スポーツに関わる環境の整備その他のスポーツに関する施策を総合的かつ

計画的に推進し、健康で心豊かな県民生活や活力ある地域社会を実現するため、この条例を制

定する。         

 （目的）                                         

第１条 この条例は、スポーツの推進に関する基本理念を定め、県の責務、市町との連携及び

スポーツ団体（スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）第２条第２項に規定するスポーツ

団体をいう。以下同じ。）の役割について明らかにするとともに、スポーツの推進に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に実施し、もって県

民の心身の健全な発達と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。                       

（基本理念）                                       

第２条 スポーツは、次に掲げる事項を基本として推進されなければならない。         

 (１) スポーツを行う者の安全の確保に必要な配慮がなされるとともに、スポーツを通じて

県民の心身の健康の保持増進が図られること。                          

 (２) 全ての県民が生涯にわたって、自らの体力、年齢、技術、目的等に応じてスポーツに親     

   しむことができること。                                   

 (３) 学校、スポーツ団体、家庭、地域住民その他の関係者間の連携により、成長過程にある   

   子どもの心身の健全な発達並びに体力及び運動能力の向上が図られること。            

(４) 障がい者（身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）、難病を原因とする障害 

その他の心身の機能の障害（以下「障がい」という。）がある者であって、障がい及び社

会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを

いう。以下同じ。）が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障がいの種
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類及び程度に応じて必要な配慮がなされるとともに、障がい者の社会参加の推進に寄与

すること。                  

 (５) 本県に関わるスポーツ選手又はスポーツチームが国際的又は全国的なスポーツの競技

会において優秀な成績を収めることができるよう、競技水準の向上のための関係者間の

連携が図られ、必要かつ効果的な施策が実施されること。                           

 (６) スポーツを通じて世代間及び地域間の交流の基盤が形成され、更にその交流が促進さ

れるとともに、本県に関わるスポーツ選手又はスポーツチームの活動を応援する社会的機

運を高め、地域の一体感及び活力が醸成されること。                            

（県の責務）                                       

第３条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、知事、教育委員会その他の関係機関が相互

に連携を図りながら、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施

する責務を有する。                                          

２ 県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民並びに学校、スポーツ団体、  

 健康及び福祉に関わる団体、企業その他の関係団体との連携に努めるものとする。          

 （市町との連携）                                     

第４条 県は、市町が地域の特性に応じたスポーツの推進に関する施策を策定し、及び実施す

ることを促進するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。      

 （スポーツ団体の役割）                                  

第５条 スポーツ団体は、第２条に定める基本理念にのっとり、スポーツの推進に主体的に取

り組むよう努めるとともに、県、市町及び他のスポーツ団体その他の関係団体との協働に努

めるものとする。                                           

 （推進計画）                                       

第６条 県は、スポーツの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、その実情

に即したスポーツの推進に関する計画（以下「推進計画」という。）を策定するものとする。      

２ 推進計画は、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本事項

その他の必要事項について定めるものとする。                           

 （健康の保持増進等）                                   

第７条 県は、スポーツ活動の推進に当たってはスポーツ事故の防止に努めるとともに、県民

が運動を通じ、心身の健康の保持増進、疾病予防、高齢者の介護予防など、健やかな生活を送

るために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。                          

 （生涯スポーツの推進）                                  

第８条 県は、子どもから高齢者まで、県民が生涯にわたって、体力、年齢、技術、目的等に応   

 じて身近にスポーツに親しむことができるよう、スポーツとして行われるレクリエーション

活動その他のスポーツ活動に参加する機会の提供、地域スポーツクラブ（地域の住民が主体

的に運営するスポーツ団体で、体力、年齢、技術、目的等に配慮しつつ、地域の住民に対しス

ポーツ活動に参加する機会を提供するものをいう。以下同じ。）の育成、地域におけるスポー

ツ活動を担う人材の育成その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。                         

 （子どものスポーツ活動の推進）                              

第９条 県は、子どもの心身の健全な発達並びに体力及び運動能力の向上を図るため、スポー

ツ活動に参加しやすい環境づくり及び参加する機会の提供並びに学校、スポーツ団体、家庭、

地域住民その他の関係者との連携による取組の促進その他の必要な施策を講ずるよう努める
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ものとする。    

 （学校におけるスポーツ活動の推進）                            

第10条 県は、学校におけるスポーツ活動の充実を図るため、体育に関する教員の資質の向上、  

 地域におけるスポーツの指導者の確保及び活用その他の必要な施策を講ずるよう努めるもの 

とする。  

 （障がい者のスポーツ活動の推進等）                            

第 11 条 県は、障がい者が自主的かつ積極的にスポーツ活動に参加することができるよう、そ

の障がいの種類及び程度に応じたスポーツへの参加の機会の提供、障がい者のスポーツ活動

に携わる人材の育成その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。                  

 （競技水準の向上）                                    

第 12 条 県は、競技水準の向上を図るため、市町、スポーツ団体等と協力し、スポーツ選手の

総合的かつ計画的な育成、スポーツ指導者の養成及び資質の向上並びにその確保及び活用、

スポーツ医・科学の活用その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。                

２ 県は、優秀なスポーツ選手及び指導者が、生涯にわたりその能力を幅広く社会に生かすこ

とができるよう、活躍できる環境の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。      

 （スポーツを通じた交流の促進及び地域の活性化）                      

第 13 条 県は、地域住民のスポーツを通じた交流を促進し、地域に根差したスポーツの振興を

図ることにより、地域住民の一体感を醸成し、地域を活性化させるため、地域スポーツクラ

ブの支援、プロスポーツの活用、スポーツツーリズムの推進、県内で開催される国内外のト

ップレベル選手の強化合宿、全国規模のスポーツ大会等への支援、スポーツ大会等を支える

ボランティア活動の促進その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。                        

 （スポーツ施設の整備及び有効利用の促進）                         

第 14 条 県は、県民のスポーツ活動の場の充実を図るため、県が設置するスポーツ施設（当該

スポーツ施設の設備を含む。以下同じ。）の整備並びに機能の維持及び改善に努めるとともに、

県が設置する学校（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校をいう。）の

教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を県民がスポーツ活動の場として有効に利

用することができるよう努めるものとする。                                     

２ 県は、県及び市町が設置するスポーツ施設に関し、市町と連携して利用状況の情報提供を

行うなど、有効利用の促進に努めるものとする。                          

 （顕彰）                                         

第 15 条 県は、スポーツで特に優秀な成績を収めた者及びスポーツの推進に特に功績があった

と認められる者の顕彰を行うものとする。                             

 （財政上の措置）                                     

第 16 条 県は、スポーツの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよ

う努めるものとする。                                      

  附 則                                        

１ この条例は、公布の日から施行する。                          

２ この条例の施行の際現に策定されている県のスポーツの振興に関する計画は、第６条第１

項の規定により策定された推進計画とみなす。  


